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加藤修教授略歴・主要業績

加
藤
修
教
授
略
歴

昭
和
一
九
年
（
一
九
四
四
年
）
出
生

本
籍
地
神
奈
川
県

学

歴

昭
和
三
八
年
四
月

昭
和
四
二
年
三
月

昭
和
四
四
年
三
月

昭
和
四
七
年
三
月

昭
和
五
八
年
九
月

慶
麿
義
塾
大
学
法
学
部
法
律
学
科
入
学

同

右

卒

業

慶
藤
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程
修
了

間

右

博

士

課

程

修

了

慶
慮
義
塾
大
学
法
学
博
士

職

歴

昭
和
四
四
年
四
月

昭
和
四
七
年
四
月

昭
和
四
八
年
四
月

昭
和
五
一
年
四
月

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
助
手

同

右

専

任

講

師

西
ド
イ
ツ
・
ザ
l
ル
ラ
ン
ト
大
学
交
換
研
究
員
（
同
大
学
・
法
経
学
部
助
手
）
（
1
昭
和
五

O
年
三
月
）

慶
慮
義
塾
大
学
法
学
部
助
教
授

L＿ーーーー ーーーーーーー町 一ーーーーーー 一一一一ーーーーーー ー一一一一一一ーーーーーーーーー一一一一ーーーーーーーーーーーーー－ _J 
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昭
和
五
六
年
四
月

右

教
授

同

学
外
兼
任
講
師

上
野
学
園
大
学
、
常
盤
大
学
、
法
政
大
学
、
横
浜
国
立
大
学
、
千
葉
商
科
大
学
・
大
学
院
（
会
計
職
コ

l
ス）

学
内
役
職

学
習
指
導
主
任
、
学
生
部
・
副
部
長
、
通
信
教
育
部
・
学
生
部
部
長
、
教
職
員
評
議
員
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
、
塾
長
選
挙
管
理
委
員

会
委
員
長
、
評
議
員

学
会
役
職

慶
麿
法
学
会
・
会
計
監
査

比
較
法
学
会
・
理
事

信
託
法
学
会
・
監
事
、
理
事

日
本
私
法
学
会
・
理
事

学
外
役
職

財
団
法
人
大
学
基
準
協
会
委
員
、
主
査

独
立
行
政
法
人
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
委
員

独
立
行
政
法
人
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構

弁
護
士
（
東
京
弁
護
士
会
）

委
員
、
主
査

L一一司ーーーーーーーーー一一一一一一ーーーーー ー ーーーーーーーー ー司ーーーー一一一一一ーーーーーー一一一一一ーーーーーーー ー」
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加藤修教授略歴・主要業績

加
藤
修
教
授
主
要
業
績

著

作

『
議
決
権
代
理
行
使
の
研
究
』

（
博
士
論
文
）

『
商
法
入
門
｜
C
D
ブ
ッ
ク
｜
」

慶
慮
義
塾
大
学
法
学
研
究
会
叢
書
（
四
一
）

昭
和
五
七
年
（
一
九
八
二
年
）
六
月
三
O
日
発
行

慶
慮
義
塾
大
学
通
信
教
育
部

平
成
一

O
年
（
一
九
九
八
年
）
四
月
一
日
発
行

著
作
（
共
著
）

高
烏
正
夫
編
『
商
法
E
（
会
社
法
）
法
律
学
基
礎
講
座
6
」
の
「
第
四
章
機
関
」

一
四
三
頁
1
二
O
八
頁
昭
和
五
六
年
（
一
九
八
一
年
）
四
月
二

O
日
発
行

高
鳥
正
夫
編
著
『
改
正
会
社
法
の
基
本
問
題
』
の
「
株
主
の
書
面
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
」

一
コ
二
頁
1
一
四
三
頁
昭
和
五
七
年
（
一
九
八
二
年
）
七
月
二

O
日
発
行

加
美
和
照
・
阪
埜
光
男
編
著
『
論
点
・
学
説
・
判
例
株
式
会
社
法
』
の
「
第
四
章
株
主
総
会
」

一
七
一
頁
1
二
O
三
頁
昭
和
六
O
年
（
一
九
八
五
年
）
九
月
一
五
日
発
行

商
法
I
』
の
「
議
決
権
代
理
行
使
と
書
面
投
票
」

竹
内
昭
夫
編
『
特
別
講
義

L＿ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー一一ーーー一一一一一一ーーーーー J
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一
七
八
頁
1
一
九
二
頁
平
成
七
年
（
一
九
九
五
年
）
三
月
発
行

（
法
学
教
室
二
二
七
号
七
八
頁
1
八
四
頁
と
同
旨
）

倉
津
康
一
郎
・
奥
島
孝
康
編
『
判
例
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
（
商
法
総
則
・
会
社
法
）
』

一
O
七
頁
1
一
二
四
頁
平
成
八
年
（
一
九
九
六
年
）
七
月
一
五
日
発
行

山
本
矯
三
郎
編
『
新
会
社
法
の
基
本
問
題
」
の
「
全
地
球
化
時
代
に
お
け
る
株
主
総
会
召
集
地
」

一
四
三
頁
1
一
五
一
頁
平
成
一
八
年
（
二

O
O
六
年
）
二
月
二
八
日
発
行

「
定
款
に
よ
る
議
決
権
代
理
行
使
禁
止
」
法
学
研
究
四
五
巻
五
号

「
西
ド
イ
ツ
株
式
法
に
お
け
る
会
社
役
員
側
に
よ
る
議
決
権
代
理
行
使
」

法
学
研
究
四
六
巻
六
号

「
議
決
権
行
使
を
目
的
と
す
る
株
式
の
資
格
譲
渡
」
法
学
研
究
四
九
巻
四
号

「
株
式
会
社
に
よ
る
自
社
株
主
の
議
決
権
代
理
行
使
」

法
学
研
究
五
一
巻
一
一
号
八
一
頁
1
一
O
三
頁
昭
和
五
三
年
（
一
九
七
八
年
）

「
株
式
会
社
に
お
け
る
議
決
権
代
理
行
使
l
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
の
展
開
を
踏
ま
え
て
｜
」
（
学
会
報
告
）

私
法
四
一
号
六
一
頁
1
六
五
頁
昭
和
五
四
年
（
一
九
七
九
年
）

「
西
独
株
式
法
上
の
取
締
役
会
と
監
査
役
会
に
お
け
る
欠
席
者
の
表
決

ー
わ
が
国
に
お
け
る
欠
席
取
締
役
の
取
締
役
会
で
の
議
決
権
行
使
と
関
連
付
け
て
｜
」

法
学
研
究
五
三
巻
八
号
三
三
頁
1
八
三
頁

法
学
研
究
五
三
巻
一
一
一
号
一
四
五
頁
1
一八
O
頁

論

文

三
一
頁
1
四
四
頁

八
六
頁
1
九
四
頁

二
六
頁
1
四
八
頁

「
議
決
権
代
理
行
使
の
基
礎
」

昭
和
四
七
年
（
一
九
七
二
年
）

昭
和
四
八
年
（
一
九
七
三
年
）

昭
和
五
一
年
（
一
九
七
六
年
）

昭
和
五
五
年
（
一
九
八
O
年）

昭
和
五
五
年
（
一
九
八
O
年）

二
月

二八
月月

五
月

」ーーーーーーーーーーーーーー一一ー一一一一一一一ー一一一一ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー一一ーーーーー一一ーー」
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「
西
独
企
業
法
委
員
会
報
告
書
に
お
け
る
議
決
権
代
理
行
使
に
お
け
る
制
度
の
改
善
と
代
替
方
法
」

『
慶
慮
義
塾
創
立
二
一
五
年
記
念
論
文
集
法
学
部
法
律
関
係
』
二
二
三
頁
1
二
九
三
頁
昭
和
五
八
年
（
一
九
五
八
年
）

「
株
式
会
社
に
お
け
る
書
面
投
票
制
度
と
動
議
」
田
中
誠
二
先
生
米
寿
記
念
論
文
集
『
現
代
商
事
法
の
重
要
問
題
』

九
二
頁
1
一
O
一
頁
昭
和
五
九
年
（
一
九
八
四
年
）
五
月

「
議
決
権
行
使
の
代
理
人
資
格
を
株
主
に
限
定
す
る
定
款
規
定
あ
る
場
合
に
お
け
る
株
主
で
な
い
弁
護
士
に
よ
る
議
決
権
代
理
行
使
」

法
学
研
究
六
O
巻
一
一
一
号
六
一
頁
1
七
六
頁
昭
和
六
二
年
（
一
九
八
七
年
）
二
一
月

「
株
主
総
会
権
限
と
取
締
役
会
権
限
の
接
点
l
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
を
踏
ま
え
て
l
」
『
慶
謄
義
塾
大
学
法
学
部
法
律
学
科
開
設
百
年

記

念

論

文

集

・

法

律

学

科

篇

』

一

O
三
頁
1
一二

O
頁
平
成
二
年
（
一
九
九
O
年
）
一

O
月

「
議
決
権
代
理
行
使
と
書
面
投
票
」

法
学
教
室

加藤修教授略歴・主要業績

一
九
九
二
年
二
月
号
（
一
三
七
号
）
七
八
頁
1
八
四
頁

「

複

数

議

決

権

株

式

」

法

学

研

究

六

六

巻

一

号

七

九

頁

1
九
二
頁

「
外
国
に
お
け
る
株
主
総
会
の
開
催
」
法
学
研
究
六
六
巻
二
一
号
四
七
頁
1
六
一
頁

「
株
式
の
譲
渡
制
限
｜
最
二
小
判
昭
和
四
八
・
六
・
一
五
（
民
集
二
七
巻
六
号
七
O
O頁
）
｜
」

倉
津
康
一
郎
教
授
還
暦
記
念
「
商
法
の
判
例
と
理
論
』
一
一
五
頁
1
一
二
八
頁

「
株
主
代
表
訴
訟
制
度
の
妥
当
な
展
開
へ
の
基
礎
」

ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
リ
ュ
ケ
教
授
退
官
記
念
「
民
事
手
続
法
の
改
革
」
二
二
三
頁
1
二
三
九
頁

「

株

式

単

位

の

問

題

点

」

法

学

研

究

六

八

巻

一

二

号

四

九

頁

1
六
二
頁

「
株
主
総
会
を
め
ぐ
る
法
的
紛
争
の
誘
因
」
法
学
研
究
六
九
巻
二
号
六
九
頁
1
八
一
頁

「

会

計

監

査

人

の

機

関

性

」

法

学

研

究

七

O
巻
一
号
三
一
頁
1
四
四
頁

「
株
主
総
会
に
お
け
る
株
主
の
発
言
権
」
法
学
研
究
七
O
巻
二
一
号
四
五
頁
1
五
八
頁

「
株
主
総
会
の
運
営
と
株
主
参
与
権
の
尊
重
」

平
成
四
年
（
一
九
九
二
年
）

平
成
五
年
（
一
九
九
三
年
）

平
成
五
年
（
一
九
九
三
年
）

平
成
六
年
（
一
九
九
四
年
）

平
成
七
年
（
一
九
九
五
年
）

平
成
七
年
（
一
九
九
五
年
）

平
成
八
年
（
一
九
九
六
年
）

平
成
九
年
（
一
九
九
七
年
）

平
成
九
年
（
一
九
九
七
年
）

二
月月四

月

一
二
月

六
月

二
一
月

一一月
一
月

一一一月

L一一ーーーーーーーーーーーーーーー一一一一一一一一一一一一ーーーーーーー
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12) 

平
成
一
一
年
（
一
九
九
九
年
）

平
成
二
年
（
一
九
九
九
年
）

平
成
二
一
年
（
二

0
0
0年）

平
成
二
一
年
（
二

0
0
0年）

平
成
一
四
年
（
二

O
O
二
年
）

平
成
一
四
年
（
二

O
O
二
年
）

奥
島
孝
康
教
授
還
暦
記
念
『
近
代
企
業
法
の
形
成
と
展
開
』
二
巻
二

O
五
頁
1
一
一
一
七
頁

「
株
主
総
会
の
議
長
の
法
的
地
位
」
法
学
研
究
七
二
巻
二
一
号
一
頁
1
二
ニ
頁

「
商
法
に
お
け
る
立
法
者
の
意
思
」
法
学
研
究
七
三
巻
二
号
一
頁
1
一一一頁

「
株
主
総
会
に
お
け
る
特
別
決
議
の
定
足
数
」
法
学
研
究
七
三
巻
一
二
号
一
頁
1
二
一
頁

「
株
主
総
会
の
活
性
化
を
め
ぐ
る
議
論
の
真
の
意
味
」
法
学
研
究
七
五
巻
一
号
一
頁
1
一一一頁

「
法
律
学
者
独
逸
語
習
得
心
得
」
教
養
論
叢
一
一
七
号
一
五
八
頁
1
一
六
四
頁

「
民
主
主
義
社
会
に
お
け
る
株
式
会
社
の
営
利
性
と
公
益
性
」

法
学
研
究
七
七
巻
一
二
号
コ
二
一
二
頁
1
三
四
五
頁

「
商
法
改
正
に
際
し
て
の
不
協
和
音
の
解
消
」

倉
津
康
一
郎
教
授
古
希
記
念
「
商
法
の
歴
史
と
論
理
」
一
九
一
頁
1
二
O
三
頁

「
多
額
の
借
財
の
よ
う
な
重
要
事
項
に
関
す
る
取
締
役
会
の
決
議
」

法
学
研
究
八
O
巻
一
一
一
号
一
頁
1
一
五
頁

「
株
式
制
度
の
想
定
外
利
用
と
従
業
員
持
株
制
度
」法

学
研
究
八
一
巻
一
一
一
号
七
七
頁
1
八
八
頁
平
成
二

O
年
（
二

O
O
八
年
）

「
西
暦
二

O
五
八
年
の
株
式
会
社
法
制
度
」
慶
藤
義
塾
創
立
一
五
O
年
記
念
法
学
部
論
文
集
『
慶
醸
の
法
律
学
商
事
法
』

六
七
頁
1
七
七
頁
平
成
二

O
年
（
二

O
O
八
年
）

法学研究82巻 12号（2009

平
成
二
ハ
年
（
二

O
O
四
年
）

平
成
一
七
年
（
二

O
O
五
年
）

平
成
一
九
年
（
二

O
O
七
年
）

「
商
法
に
お
け
る
有
価
証
券
法
理
の
利
用
の
限
界
」

法
学
研
究
八
三
巻
一
号

平
成
二
二
年
（
二

O
一
O
年）

一
頁
1
一
三
頁
掲
載
予
定

月

小
論
文
・
解
説

二
一
月

二
一
月

一一月

一
二
月

一
月

三
月

一
二
月

一
二
月

二
一
月

一
二
月

発
行
予
定

L_ ー一ーーーーーー司 ー ーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーー一一一一一 ー ー
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「
株
主
総
会
」

「
定
款
に
よ
る
議
決
権
代
理
行
使
の
制
限
の
効
力
」

ジ
ユ
リ
ス
ト
増
刊
「
商
法
の
争
点
I
」
一
一
四
頁
1
一
一
五
頁
平
成
五
年
（
一
九
九
三
年
）

三
色
旗
六
五
五
号
一
頁
平
成
一
四
年
（
二

O
O
二
年
）

三
色
旗
六
九
一
号
二
九
頁
1
四
O
頁
平
成
一
七
年
（
二

O
O
五
年
）

三
色
旗
七
三
四
号
一
頁
平
成
二
一
年
（
二

O
O九
年
）

「
議
決
権
代
理
行
使
」

「
商
法
学
」

「
商
法
に
関
す
る
基
本
文
献
」

「
委
任
状
」

「
議
決
権
代
理
行
使
の
定
款
に
よ
る
制
限
の
効
力
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
「
商
法
の
争
点
」
七
二
頁
1
七
三
頁

三
色
旗
三
七
八
号
二
頁
1
六
頁

三
色
旗
三
二
九
号
一
九
頁

塾
七
五
巻
二
九
頁

三
色
旗
三
四
七
号
二
六
頁
1
コ
二
頁

三
色
旗
三
六
人
号
三
三
頁

「
成
文
法
優
先
主
義
」

「
身
分
か
ら
契
約
へ
」

「
樹
木
受
難
時
代
」

翻

訳

昭
和
五
O
年
（
一
九
七
五
年
）

昭
和
五
一
年
（
一
九
七
六
年
）

昭
和
五
二
年
（
一
九
七
七
年
）

昭
和
五
三
年
（
一
九
七
八
年
）

昭
和
五
三
年
（
一
九
七
八
年
）

昭
和
五
四
年
（
一
九
七
九
年
）

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
カ
l
ル
・
ゲ
ッ
ク
「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
お
け
る
法
曹
教
育
改
革
」

民
商
法
雑
誌
七
六
巻
六
号
九
五
頁
1
一
四
O
頁
昭
和
五
二
年
（
一
九
七
七
年
）

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
カ
l
ル
・
ゲ
ッ
ク
「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
お
け
る
司
法
修
習
生
の
成
績
評
価
」

民
商
法
雑
誌
七
八
巻
四
号
一
五
九
頁
1
一七
O
頁
昭
和
五
三
年
（
一
九
七
八
年
）

加藤修教授略歴・主要業績

判
例
評
釈
・
判
例
解
説

（
民
事
訴
訟
法
関
係
）

八
月

二
月

一一月
二
月

一
二
月

九
月

五
月

一O
月

一O
月

五
月

L＿ーーーー一一一ーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーー一ーー一一一一一ーーーーーーーーーーーーー一一ーーーーーーーーーーーー」
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九
月

七
月



12) 

最
高
裁
第
三
小
法
廷
判
決
」
評
釈
（
石
川
明
教
授
と
共
著
）

法
学
研
究
四
O
巻
九
号
一

O
六
頁
1
一一

O
頁

最
高
裁
第
三
小
法
廷
判
決
」
評
釈
（
石
川
明
教
授
と
共
著
）

法
学
研
究
四
O
巻
一

O
号

一

O
二
頁
1
一
O
五
頁

「
昭
和
四
一
・
四
・
二
一
最
高
裁
第
三
小
法
廷
判
決
」
評
釈
（
石
川
明
教
授
と
共
著
）

法
学
研
究
四
一
巻
一
号
一

O
O頁
1
一
O
六
頁

「
昭
和
四
一
・
四
・
一
四
最
高
裁
第
一
小
法
廷
判
決
」
評
釈
（
石
川
明
教
授
と
共
著
）

法
学
研
究
四
一
巻
一
号
一

O
六
頁
1
一一

O
頁

「
昭
和
四
一
・
九
・
八
最
高
裁
第
一
小
法
廷
判
決
」
評
釈
（
石
川
明
教
授
と
共
著
）

法
学
研
究
四
一
巻
六
号
七

O
頁
1
七
三
頁

「
昭
和
四
一
・
二
了
二
二
最
高
裁
第
一
小
法
廷
判
決
」
評
釈
（
伊
東
乾
教
授
と
共
著
）

法
学
研
究
四
一
巻
八
号
九
二
頁
1
九
四
頁

「
昭
和
四
二
・
三
・
コ
二
最
高
裁
第
二
小
法
廷
判
決
」
評
釈
（
石
川
明
教
授
と
共
著
）

法
学
研
究
四
一
巻
一

O
号
一
一
七
頁
1
一二

O
頁

最
高
裁
第
二
小
法
廷
判
決
」
評
釈
（
石
川
明
教
授
と
共
著
）

法
学
研
究
四
二
巻
二
号
一
二
八
頁
1
一
コ
二
頁

最
高
裁
第
二
小
法
廷
判
決
」
評
釈

法
学
研
究
四
二
巻
六
号

最
高
裁
第
二
小
法
廷
判
決
」
評
釈

法
学
研
究
四
三
巻
四
号

最
高
裁
第
二
小
法
廷
判
決
」
評
釈

「
昭
和
四
0
・
一
二
・
二
一

昭
和
四
二
年
（
一
九
六
七
年
）

法学研究82巻 12号（2009

「
昭
和
四
一
・
二
・
一

昭
和
四
二
年
（
一
九
六
七
年
）

一O
月

昭
和
四
三
年
（
一
九
六
八
年
）

昭
和
四
三
年
（
一
九
六
八
年
）

昭
和
四
三
年
（
一
九
六
八
年
）

昭
和
四
三
年
（
一
九
六
八
年
）

昭
和
四
三
年
（
一
九
六
八
年
）

一O
月

「
昭
和
四
三
・
二
・
九

昭
和
四
四
年
（
一
九
六
九
年
）

「
昭
和
四
三
・
三
・
八

一
O
八
頁
1
一
一
一
頁

昭
和
四
四
年
（
一
九
六
九
年
）

「
昭
和
四
三
・
九
・
六

昭
和
四
五
年
（
一
九
七
O
年）

一
二
三
頁
1
一
一
一
六
頁

「
昭
和
四
四
・
二
・
二
七

九
月

しーーーーーーーーーーーーーーー一一一一ーーーーーーーーーーーーー一一一ーーーーーーーーーーーーーーーーーー ー一一一一ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー」

618 

月月
六
月

人
月

二
月

六
月

四
月



加藤修教授略歴・主要業績

「

「
昭
和
四
四
・
七
・
八

一
「
昭
和
四
五
・
一
・
二
二

（
商
事
法
関
係
）

一
「
昭
和
四
一
・
二
了
二
三
東
京
地
裁
判
決
」
評
釈

法
学
研
究
四
二
巻
九
号

一
「
昭
和
四
三
・
八
・
三
O

鳥
取
地
裁
判
決
」
評
釈

法
学
研
究
四
四
巻
二
号

「
昭
和
四
五
・
一
・
三
O

大
阪
高
裁
判
決
」
評
釈

法
学
研
究
四
五
巻
六
号

一
「
昭
和
四
四
・
一
・
一
二
東
京
地
裁
判
決
」
評
釈

法
学
研
究
四
六
巻
二
号
一

O
八
頁
1
一一

O
頁

一
「
昭
和
四
六
・
八
・
二
ハ
東
京
地
裁
判
決
」
評
釈

法
学
研
究
四
八
巻
九
号
八
O
頁
1
八
四
頁

「
昭
和
四
七
・
三
・
一
五
東
京
高
裁
決
定
」
評
釈

法
学
研
究
四
九
巻
五
号
九
五
頁
1
九
八
頁

「
昭
和
五
0
・
九
・
二
二
東
京
高
裁
判
決
」
評
釈

金
融
・
商
事
判
例
四
九
八
号

「
I
l
l－

法
学
研
究
四
三
巻
九
号

最
高
裁
第
三
小
法
廷
判
決
」
評
釈

法
学
研
究
四
三
巻
二
号

最
高
裁
第
一
小
法
廷
判
決
」
評
釈

法
学
研
究
四
四
巻
六
号

一
三
五
頁
1
一
三
六
頁

八
六
頁
1
八
八
頁

一
一
八
頁
1
一
一
一
四
頁

一
O
九
頁
1
一
一
一
一
頁

一
O
O頁
1
一
O
四
頁

七
九
頁
1
八
二
頁

二
頁
1
六
頁

昭
和
四
五
年
（
一
九
七
O
年）

昭
和
四
五
年
（
一
九
七
O
年）

昭
和
四
六
年
（
一
九
七
一
年
）

昭
和
四
四
年
（
一
九
七
九
年
）

昭
和
四
六
年
（
一
九
八
一
年
）

昭
和
四
七
年
（
一
九
八
二
年
）

昭
和
四
八
年
（
一
九
八
三
年
）

昭
和
五
O
年
（
一
九
七
五
年
）

昭
和
五
一
年
（
一
九
七
六
年
）

昭
和
五
一
年
（
一
九
七
六
年
）

七五九二六二九 六一九 1

月月月月 月月月 月月月

しーー一一ーーーーーーーーー ー守ー一一一ーーーーーーーー ー 一一一ーーーーーーーーーーー一一一一ーー一一ーーーーーーー一一一ー一一一ーーーーーーーーー」

619 



法学研究82巻 12号（2009: 12) 

「
昭
和
四
七
・
二
了
二
一

千
葉
地
裁
決
定
」
評
釈法

学
研
究
五
O
巻
二
号

東
京
地
裁
判
決
」
評
釈

金
融
・
商
事
判
例
五
三
二
号

名
古
屋
高
裁
判
決
」
評
釈

法
学
研
究
五
一
巻
一
号
九
七
頁
1
一
O
一
頁

福
岡
高
裁
決
定
」
評
釈

金
融
・
商
事
判
例
五
七
一
号
五
四
頁
1
五
九
頁

大
阪
高
裁
決
定
」
評
釈

法
学
研
究
五
二
巻
五
号
一

O
五
頁
1
一
O
八
頁

仙
台
高
裁
判
決
」
評
釈

法
学
研
究
五
二
巻
八
号
九
五
頁
1
九
九
頁

大
阪
地
裁
判
決
」
評
釈

法
学
研
究
五
四
巻
五
号
一

O
八
頁
1
一
一
一
一
頁

横
浜
地
裁
判
決
」
評
釈

金
融
・
商
事
判
例
六
三
四
号

名
古
屋
地
裁
判
決
」
評
釈

法
学
研
究
五
五
巻
五
号

東
京
地
裁
判
決
」
評
釈

法
学
研
究
五
六
巻
二
号

最
高
裁
第
三
小
法
廷
判
決
」

昭
和
五
八
年
（
一
九
八
三
年
）

三
七
頁
1
四
O
頁

昭
和
五
二
年
（
一
九
七
七
年
）

「
昭
和
五
一
・
八
・
二
三

昭
和
五
二
年
（
一
九
七
七
年
）

二
頁
1
五
頁

一
二
月

「
昭
和
四
人
・
四
・
一
一

昭
和
五
三
年
（
一
九
七
八
年
）

「
昭
和
五
二
・
九
・
一
二

昭
和
五
四
年
（
一
九
七
九
年
）

「
昭
和
四
九
・
九
・
一

O

昭
和
五
四
年
（
一
九
七
九
年
）

「
昭
和
四
九
・
二
・
一
八

昭
和
五
四
年
（
一
九
七
九
年
）

「
昭
和
五

0
・
一
・
二
九

昭
和
五
六
年
（
一
九
八
一
年
）

「
昭
和
五
四
・
一
一
・
二
七

五
O
頁
1
五
四
頁

昭
和
五
七
年
（
一
九
八
二
年
）

「
昭
和
五
一
・
一
一
・
一
九

一三
O
頁
1
一
三
五
頁

昭
和
五
七
年
（
一
九
八
二
年
）

「
昭
和
五
二
・
一
一
・
一
一
一
一

一
O
八
頁
1
一
一
一
一
頁

「
昭
和
五
二
・
一
一
・
八

一
二
月

L＿ーーーーーーー 一一一一ーーーーーーーーーーーー一一一一一一一ーーーーーーーー一一一一 ーーーーーーーー－－－－ー 一一一一一ーーーーーー」
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月
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月
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月

五
月月

五
月

二
月



加藤修教授略歴・主要業績

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
O
号
会
社
判
例
百
選
（
第
4
版）

「
昭
和
五
三
・
二
一
・
二
二
岡
山
地
裁
判
決
」
評
釈法

学
研
究
五
七
巻
二
号

「
昭
和
五
四
・
一
・
一
七
東
京
高
裁
決
定
」
評
釈法

学
研
究
五
七
巻
一
二
号

「
昭
和
五
四
・
一
・
一
六
大
阪
高
裁
決
定
」
評
釈法

学
研
究
五
八
巻
一
一
一
号

「
昭
和
五
六
・
一
二
・
二
三
岐
阜
地
裁
高
山
支
部
決
定
」
評
釈

法
学
研
究
六
O
巻一

O
号
一
一
一

O
頁
1
二
コ
ニ
頁

「
昭
和
五
七
・
四
・
二
七
東
京
地
裁
判
決
」

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一

O
O号
新
証
券
・
商
品
判
例
百
選
一

O
四
頁
1
一
O
五
頁

「
昭
和
五
七
・
一
・
二
六
東
京
地
裁
判
決
」
評
釈法

学
研
究
六
二
巻
五
号
一
二
七
頁
1
一
三
一
頁

「
昭
和
六
三
・
三
・
一
五
最
高
裁
第
三
小
法
廷
判
決
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
九
三
五
号
九
O
頁
1
九
二
頁
昭
和
六
三
年
度
重
要
判
例
解
説

「
昭
和
五
人
・
二
了
二
一
福
岡
簡
易
裁
判
決
」
評
釈

法
学
研
究
六
三
巻
七
号

「
昭
和
六
0
・
五
・
二
一
東
京
高
裁
判
決
」
評
釈法

学
研
究
六
四
巻
七
号

「
昭
和
五
二
・
一
一
・
八
最
高
裁
第
三
小
法
廷
判
決
」

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
六
号
会
社
判
例
百
選
（
第
5
版）

一
五
四
頁
1
一
五
五
頁

昭
和
五
八
年
（
一
九
八
三
年
）

九
二
頁
1
九
六
頁

昭
和
五
九
年
（
一
九
八
四
年
）

四
八
頁
1
五
一
頁

昭
和
五
九
年
（
一
九
八
四
年
）

一
二
月

昭
和
六
O
年
（
一
九
八
五
年
）

九
六
頁
1
九
八
頁

一一一月

昭
和
六
二
年
（
一
九
八
七
年
）

一一一月

昭
和
六
三
年
（
一
九
八
八
年
）

一
二
月

平
成
元
年
（
一
九
八
九
年
）

平
成
元
年
（
一
九
八
九
年
）
六
月
一

O
日

九
六
頁
1
一
O
O頁

平
成
二
年
（
一
九
九
O
年）

一四
O
頁
1
一
四
四
頁

平
成
三
年
（
一
九
九
一
年
）

平
成
四
年
（
一
九
九
二
年
）

一
七
四
頁
1
一
七
五
頁

四
月

」ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーー一一一 一 ーーーーーーーーー一一一一」
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法学研究82巻 12号（2009:12) 

大
阪
地
裁
判
決
」
評
釈

法
学
研
究
六
五
巻
九
号

「
昭
和
六
二
・
二
了
二
五
東
京
地
裁
判
決
」
評
釈

法
学
研
究
六
六
巻
九
号

「
昭
和
六
三
・
九
・
三
O

名
古
屋
地
裁
判
決
」
評
釈法

学
研
究
六
七
巻
一

O
号
八
五
頁
1
八
九
頁

「
平
成
三
・
三
・
六
東
京
高
裁
判
決
」
評
釈
法
学
研
究
七
O
巻
三
号
一

O
五
頁
1
一一

O
頁

「
平
成
五
・
八
・
一
六
浦
和
地
裁
判
決
」
評
釈法

学
研
究
七
一
巻
八
号
一
一
一
頁
1
一
一
六
頁

東
京
地
裁
判
決
」
評
釈

法
学
研
究
七
三
巻
四
号
一

O
一二頁
1
一
O
七
頁

名
古
屋
地
裁
判
決
」
評
釈法

学
研
究
七
六
巻
六
号

東
京
地
裁
判
決
」
評
釈

法
学
研
究
七
八
巻
三
号

東
京
地
裁
決
定
」
評
釈

法
学
研
究
七
九
巻
一
二
号

東
京
地
裁
判
決
」
評
釈

法
学
研
究
八
二
巻
五
号

「
昭
和
六
一
・
五
・
七

一
O
九
頁
1
一
一
一
一
頁

平
成
四
年
（
一
九
九
二
年
）

九
五
頁
1
九
九
頁

平
成
五
年
（
一
九
九
三
年
）

平
成
六
年
（
一
九
九
四
年
）

平
成
九
年
（
一
九
九
七
年
）

一O
月

平
成
一

O
年
（
一
九
九
八
年
）

「
平
成
人
・
一

0
・
一
七

平
成
一
二
年
（
二

0
0
0年）

「
平
成
一
一
・
四
・
二
三

八
五
頁
1
九
一
頁

平
成
一
五
年
（
二

O
O
三
年
）

「
平
成
一
四
・
二
・
二
一

七
九
頁
1
八
四
頁

平
成
一
七
年
（
二

O
O
五
年
）

「
平
成
一
八
・
二
・
一

O

平
成
一
八
年
（
二

O
O
六
年
）

一
O
五
頁
1
一一

O
頁

二
一
月

「
平
成
二

0
・
二
・
二
七

一
六
三
頁
1
一
六
八
頁

平
成
二
一
年
（
二

O
O九
年
）

九
月

L＿ーーーーーー 一一一一一一ーーーーーーーーーーー 一一ーーーーーーーーーーーーーーーーーー ー一一一一一ーーーーーーーーーーーーーーーーー」
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九
月月

人
月

四
月

六
月月

五
月


